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～第９編 寺院・教会～ 

 

別院条例 
〈１９８１年６月１１日条例公示第７号〉 

改正 ①１９８２年７月 １日条例公示８  

②１９８８年６月２５日条例公示１０ 

③１９９５年６月２２日条例公示２  

④１９９７年６月１３日条例公示６  

⑤１９９７年６月１３日条例公示９  

⑥２０００年６月２７日条例公示９  

⑦２００１年６月２９日条例公示７  

⑧２００４年６月２８日条例公示１０ 

⑨２００５年６月２８日条例公示５  

⑩２００５年６月２８日条例公示１１ 

⑪２００９年６月２９日条例公示８  

⑫２０１８年６月２５日条例公示３  

⑬２０１８年６月２５日条例公示８  

⑭２０２１年６月３０日条例公示１  

⑮２０２１年６月３０日条例公示６  

⑯２０２２年６月２８日条例公示５  

⑰２０２３年６月３０日条例公示６  

 

第１章 総則 

（条例の目的） 

第１条 この条例は、別院について必要な事項を

定める。 

（別院の目的） 

第２条 別院は、その地域の教化の中心道場とし

て堂宇を備え、本尊を安置し、教義を宣布し、

儀式を執行し、僧侶及び門徒を教化育成し、教

区又は開教区の機関及び施設との緊密な連携の

もとに、地方の特性に応じて教化に必要な業務

を行い、もって同朋社会を実現することを目的

とする。 

（別院の設置等） 

第３条 別院は、枢要の地又は開教上必要のある

地若しくは由緒によりこれを設け、その地方の

弘教の中心とする。 

２ 別院の設置、移転、合併及び廃止は、宗会の

議決を経て、宗務総長がこれを定める。 

（崇敬区域） 

第４条 別院には、崇敬区域を設け、その区域の

寺院、教会、僧侶及び門徒が別院の護持に当る

ものとする。 

２ 崇敬区域は、教区会の意見を聞いて宗務総長

が定める。 

３ 開教区の別院の崇敬区域は、別に定める。 

（別院の義務） 

第５条 別院は、宗門護持に必要な宗費を負担し、

懇志を取り扱う義務を負う。 

（教区等への編入） 

第６条 別院は、教区又は開教区に編入する。 

（教務所長の指導、助言） 

第７条 教務所長は、宗務管轄区域内の別院の管

理、運営その必要な事項について指導、助言及

び勧告をすることができる。 

２ 教務所長は、何時でも別院の会議に出席して

意見を述べることができる。 

（宗教法人） 

第８条 別院は、宗教法人としなければならない。 

（支院） 

第９条 必要により、別院の支院を設けることが

できる。 

２ 支院は、宗教法人たる別院の従たる事務所と

する。 

第２章 法人の手続 

（宗務総長の承認） 

第１０条 別院の設立、移転、合併及び解散並び

に別院規則（以下「規則」という。）の制定及

び変更については、所轄庁にその認証を申請す

るにさきだって、規則の定めるところにより、

予め責任役員の定数の全員の同意及び院議会の

議決を経、法令の定による書類に本章の当該各

条に定める書類を添付して宗務総長にその承認

を求めなければならない。ただし、別院の設立

及び規則の制定の場合に限り、責任役員及び院

議会議員に関しては、その就任を予定されてい

る者をもってこれに代えることができる。 

（設立） 

第１１条 別院の設立について宗務総長の承認を

求める申請書には、法令に定める規則の制定に

必要な書類のほか、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

（１）設立に至るまでの沿革書 

（２）教区会及び教区門徒会の意見書（開教区に

あってはその機関の意見書） 

（３）所奉佛祖の影像の授与願 

（４）設立地付近の宗教情勢を示す書類 

（５）予定される崇敬区域の教勢を示す書類 

（６）財産の状況を示す書類 

（７）設立当初２ヵ年の収支予定計算書 

（８）その他必要と認める事項 

２ 別院の名称は、宗務総長が定める。 

（移転） 

第１２条 別院の移転について宗務総長の承認を
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求める申請書には、法令に定める規則の変更に

必要な書類のほか、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

（１）教区会及び教区門徒会の意見書（開教区に

あってはその機関の意見書） 

（２）現在の財産の処分方法を示す書類 

（３）移転先の土地及び建物の状況を示す書類 

（４）移転地付近の宗教情勢を示す書類 

（５）予定される崇敬区域の教勢を示す書類 

（６）その他必要と認める書類 

（合併） 

第１３条 別院の合併について宗務総長の承認を

求める申請書には、法令に定める合併に必要な

書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

（１）合併に至るまでの事由書 

（２）教区会及び教区門徒会の意見書（開教区に

あってはその機関の意見書） 

（３）合併契約又は条件を示す書類 

（４）退任する責任役員及び就任を予定される責

任役員の承諾書 

（５）その他必要と認める書類 

（解散） 

第１４条 別院の解散について宗務総長の承認を

求める申請書には、法令に定める書類のほか、

次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）解散に至るまでの事由書 

（２）教区会及び教区門徒会の意見書（開教区に

あってはその機関の意見書） 

（３）所奉佛祖の移安に関する書類 

（４）残余財産の状況を示す書類 

（５）門徒の所属を示す書類 

（６）その他必要と認める書類 

２ 前項の規定は、解散以外の別院の廃止についても

これを準用する。この場合「解散」は、「廃止」と

読み替えるものとする。 

（規則の変更） 

第１５条 別院の移転以外の事由による規則の変

更について宗務総長の承認を求める申請書には、

法令に定める規則の変更に必要な書類のほか、

規則のうち変更すべき事項について、その内容

を示す書類を添付しなければならない。 

（認証及び登記の申請） 

第１６条 別院の設立について規則の認証、移転

について規則の変更の認証、合併について合併

の認証、解散について任意解散の認証及び移転

以外の事由による規則の変更の認証を、それぞ

れ受けようとするときは、第１０条に規定する

手続を終わったことを示す書類を添付して第１

１条から前条までの規定により、それぞれ宗務

総長の承認を得て所轄庁にその認証を申請しな

ければならない。 

２ 前項の規定によりその認証書の交付を受けた

とき並びに従たる事務所を新設したとき、設立

の登記に掲げる事項（宗教法人法第５２条第２

項各号に掲げる事項をいう。）を変更したとき

及び清算を結了したときは、登記に必要な書類

を添付して、法令に定める期間内に、それぞれ

管轄登記所に登記の申請をしなければならない。 

（届出の義務） 

第１７条 別院は、設立、合併及び解散並びに従

たる事務所の新設、事務所の移転（別院及び支

院の移転）、設立の登記に掲げる事項の変更及

び清算結了の登記をしたときは、登記事項証明

書を添付して、遅滞なくその旨を宗務総長及び

所轄庁に届け出なければならない。 

２ 規則の認証及びその変更の認証並びに別院の

合併及び任意解散の認証を受けたとき、又は不

動産に係る登記内容に変更が生じたときも、登

記事項証明書を添付して、宗務総長に届け出な

ければならない。 

第３章 住職及びその代務者 

（住職） 

第１８条 別院の住職は、門首が兼務する。ただ

し、特に必要と認めたときは、新門又は連枝を

住職とすることができる。 

（任務） 

第１９条 住職は、別院の佛祖の崇敬に任じ、儀

式を主宰する。ただし、住職は、輪番にその職

務を代掌させることができる。 

（住職代務者） 

第２０条 門首である住職が未成年であるとき

は、住職代務者を置き、住職の職務を行う。 

２ 住職代務者は、輪番をこれに充てる。 

第４章 職員 

（職員） 

第２１条 別院に次の職員を置く。 

（１）輪番  １人 

（２）副輪番 若干人 

（３）列座  若干人 

（４）会計  １人 

（５）書記  若干人 

（輪番） 

第２２条 輪番は、教師のうちから宗務総長が任

命する。 

（輪番事務管掌及び輪番事務取扱） 

第２２条の２ 輪番が次の各号のいずれかに該当

するときは、輪番事務管掌又は輪番事務取扱を
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置くものとする。 

（１）死亡その他の事由によって欠けた場合にお

いて、すみやかに後任者を任命することがで

きないとき 

（２）病気その他の事由によって、３ヵ月以上そ

の職務を行うことができないとき 

２ 輪番事務管掌は、参務の中から宗務総長がこ

れを命ずる。 

３ 輪番事務取扱は、当該別院を管轄する教務所

長又は宗務上の経歴を有する教師の中から宗務

総長がこれを命じ又は任命する。 

４ 輪番事務管掌及び輪番事務取扱は、その置か

なければならない事由がなくなったときは、当

然退任する。 

（輪番の職務） 

第２３条 輪番は、宗務総長の指揮を受け、所属

職員を指揮して寺務を掌理する。 

２ 輪番は、宗務総長の承認を得て、職制を設け

職員を配置して寺務を行うことができる。 

３ 輪番は、院議会及び常議員会の議決又は同意

を要する事項については、予め責任役員の同意

を得なければならない。 

４ 輪番は、院議会の議決又は同意を要する事項

については、その提案にさきだって、議案の内

容を示す書類を添付して、予め宗務総長の承認

を得なければならない。 

５ 輪番は、院議会の議決又は同意を得たときは、

提出した議案及び議事録の副本を付して、宗務

総長に報告しなければならない。 

６ 輪番は、院議会の議事が、宗憲、この条例そ

の他の宗門法規及び規則に違反し、又は宗会及

び教区会の決議に悖り、若しくは本派の施策に

反すると認めたときは、会議を停止し、教務所

長を経て宗務総長に具状してその指揮を求めな

ければならない。 

（輪番の任期） 

第２３条の２ 輪番の任期は、４年とする。ただ

し、再任の場合は２年とし、宗務総長が特に必

要と認めたときは、２年毎に再任期間を延長す

ることができる。 

２ 前項の規定は、宗務役員が兼務する輪番につ

いては、適用しない。 

（副輪番） 

第２４条 副輪番は、輪番を補佐し、輪番に事故

あるときは、その職務を代理する。 

２ 副輪番は、教師のうちから宗務総長が任命する。 

３ 副輪番の任期は、宗務総長の承認を得てこれ

を定めることができる。 

（列座） 

第２５条 列座は、輪番の指揮を受けて、寺務に

従事する。 

２ 列座は、教師のうちから、輪番の上申により、

宗務総長が任命する。 

（会計） 

第２６条 会計は、輪番の指揮を受けて、別院の

出納その他の財務に関する事務を行う。 

２ 会計は、輪番が選定した者について、常議員

会の議決を経て、宗務総長が任命する。 

３ 会計の任期は、３年とする。ただし、再任を

妨げない。 

４ 会計に事故あるとき又は会計が欠けた場合に

おいて、すみやかに後任者を任命することがで

きないときは、会計事務取扱を置かなければな

らない。 

５ 会計事務取扱は、当該別院を管轄する教務所

の主計又は宗務上の経歴を有する教師の中から

宗務総長がこれを命じ又は任命する。 

６ 会計が欠けた場合であって、すみやかに常議員

会を招集することができないときは、常議員会の

議決を経ないで会計を任命することができる。 

７ 前項の場合においては、任命の後、常議員会

にその承認を求めなければならない。 

８ 前２項の規定は、会計事務取扱にこれを準用

する。 

（書記） 

第２７条 書記は、輪番の命を受けて、別院の事

務に従事する。 

２ 書記は、輪番の上申により、宗務総長が任命

する。 

（準宗務役員） 

第２７条の２ 第２１条第１号、第２号、第４号及

び第５号に定める職員は、準宗務役員とする。 

第５章 法人の役員 

（代表役員） 

第２８条 別院の代表役員は、輪番をもってこれ

に充てる。 

（代表役員代務者） 

第２９条 代表役員代務者は、輪番事務管掌又は

輪番事務取扱の職にある者について宗務総長が

これを命じる。 

（１）死亡その他の事由によって欠けた場合にお

いて、速やかにその後任者を選ぶことができ

ないとき。 

（２）病気その他の事由によって、３ヵ月以上そ

の職務を行うことができないとき。 

２ 代表役員代務者は、代表役員に代わってその

職務の全部を行う。 

３ 輪番事務管掌又は輪番事務取扱を退任したとき
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は、当然代表役員代務者も退任するものとする。 

（責任役員） 

第３０条 別院の代表役員以外の責任役員は、２

人以上とし、次の各号に該当する者のうちから

院議会の同意を得て、宗務総長が任命する。 

（１）崇敬区域内の組長又は寺院住職若しくは教

会主管者 

（２）別院又は崇敬区域内の寺院若しくは教会に

属する門徒 

２ 責任役員は、この法人の事務を決定する。こ

の場合、この条例及び規則に別段の定がないも

のについては、その議決権は、各々平等とし、

その定数の過半数で決する。 

（任期） 

第３１条 責任役員の任期は、３年とする。ただ

し、再任を妨げない。 

２ 前条第１項第１号による責任役員のうち、組

長である者は、前項の規定にかかわらず、その

在職中とする。 

３ 補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 後任責任役員は、現任者の任期満了１ヵ月前

までに選定しなければならない。 

（責任役員代務者） 

第３２条 責任役員が、第２９条第１項第１号又

は第２号の規定に該当するときは、責任役員代

務者を置く。 

２ 責任役員代務者は、代表役員が他の責任役員

及び院議会の同意を得て選定した者について宗

務総長が任命する。 

３ 責任役員代務者は、当該責任役員に代わって

その職務の全部を行う。 

４ 責任役員代務者は、その置かなければならな

い事由がなくなったときは、当然退任する。 

（仮代表役員） 

第３３条 代表役員は、別院と利益が相反する事

項については、代表権を有しない。この場合に

おいては、仮代表役員を置かなければならない。 

２ 前項により仮代表役員を置く必要が生じたと

きは、他の責任役員の合議により選定した者に

ついて、常議員会の議決を経て、宗務総長の承

認を得た者をこれに充てる。 

（仮責任役員） 

第３４条 責任役員は、別院と利益が相反する事

項については、議決権を有しない。この場合に

おいては、仮責任役員を置かなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、仮責任役員についても

これを準用する。 

（仮代表役員及び仮責任役員の職務権限） 

第３５条 仮代表役員は、第３３条第１項に規定

する事項について、代表役員に代わって、その

職務を行い、仮責任役員は、前条第１項に規定

する事項について、当該責任役員に代わってそ

の職務を行う。 

（代表役員及び責任役員の責務） 

第３６条 代表役員及び責任役員は、常に法令、

宗憲、宗教法人「真宗大谷派」規則及びこの条

例並びに当該規則に従い、別院の業務及び事業

の適切な運営をはかり、その保護管理する財産

については、いやしくもこれを濫用してはなら

ない。 

（職員の除外） 

第３７条 当該別院の職員である者は、代表役員

以外の責任役員、代表役員代務者及び責任役員

代務者並びに仮代表役員及び仮責任役員となる

ことができない。 

第６章 院議会その他の機関 

第１節 院議会 

（院議会） 

第３８条 別院に院議会を置き、崇敬区域内の組

長、副組長、選出教区会議員、教区門徒会員、

組門徒会員、教区教化委員又はその他の教師、

門徒の中から、輪番が選定した院議会議員をも

って、これを組織する。 

２ 院議会議員の定数は、宗務総長の承認を得て

別院が定める。 

３ 別院の責任役員及び職員は、院議会議員又は

総代になることができない。 

（任期） 

第３９条 院議会議員の任期は、役職による者は

その在職中とし、その他については３年とする。

ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（議長） 

第４０条 院議会に議長を置き、会議の都度出席

議員の互選によって定める。 

（招集） 

第４１条 院議会は、毎年１回輪番が招集する。

ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集

することができる。 

（議事及び議決） 

第４２条 院議会は、院議会議員の半数以上が出

席しなければ議事を開き、議決することができ

ない。 

２ 院議会の議事は、この条例及び規則に特別の

定がある場合を除き、出席議員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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（権限） 

第４３条 院議会は、この条例及び規則に定める

事項を議決するほか、別院内部規定の制定、変

更及び廃止並びに予算その他の事項を議決し、

決算を審査する。 

第２節 常議員会 

（組織及び任期） 

第４４条 院議会に常議員会を置き、院議会で互

選した５人以上１０人以内の常議員でこれを組

織する。ただし、特別の事情のある別院であっ

て、院議会の議決を経て宗務総長の許可を得た

ときは、その数を増すことができる。 

２ 前項の常議員の定数は、宗務総長の承認を得

て別院が定める。 

３ 常議員は、院議会議員の任期満了後でも、後

任者が就任するまで在任する。 

（職務権限） 

第４５条 常議員会は、院議会から委任を受けた

事項、この条例及び規則に定める事項並びに緊

急の事項その他輪番が提出した事項を議決する。 

２ 常議員会で議決した事項は、次の院議会に報

告しなければならない。 

（招集、議長、議事及び議決） 

第４６条 常議員会は、輪番が招集する。 

２ 第４０条及び第４２条の規定は、常議員会に

これを準用する。 

第３節 監事 

（監事） 

第４７条 別院に監事２人を置く。 

２ 監事は、崇敬区域内の住職又は門徒のうちから

常議員会が推薦した者について輪番が委嘱する。 

（任期） 

第４８条 監事の任期は、３年とする。ただし、

再任を妨げない。 

２ 補欠による監事の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（職務権限） 

第４９条 監事は、別院財産の管理及び財務の運

営に関し、表簿、証拠書類及び保管金品の検査

により、会計事務の処理、帳簿の整理及び予算

執行の状況、収支の現況並びに決算を監査し、

その結果を輪番及び院議会に報告する。 

（兼務の禁止） 

第５０条 監事は、別院の職員、責任役員、院議

会議員又は総代を兼ねることができない。 

第４節 総代 

（総代） 

第５０条の２ 別院は、必要により総代を置くこ

とができる。 

２ 前項により総代を置くときは、院議会の議決を

得て、宗務総長の承認を受けなければならない。 

３ 総代は、別院の興隆発展に努め、その運営に

ついて輪番に対し意見を述べることができる。 

４ 総代は、院議会議員を兼ねることができない。 

第７章 財務 

第１節 財産 

（財産の種別） 

第５１条 別院の財産は、特別財産、基本財産及

び普通財産とする。 

（特別財産） 

第５２条 特別財産は、院議会の議決を経、宗務

総長の承認を得て、法宝物又は宝物として設定

した財産とする。 

２ 特別財産は、これを処分し又は担保に供する

ことができない。 

（基本財産） 

第５３条 基本財産は、不動産、有価証券、現金

及び預金について、院議会の議決を経て設定し

た財産とする。 

２ 基本財産たる現金は、郵便局又は信用ある銀

行等に預け、若しくは確実な有価証券に替えて

保管しなければならない。 

３ 基本財産は、これを貸し付け、交換し、売り

払い、譲り渡し若しくは出資の目的とし、又は

これに別院以外の私権を設定することができな

い。ただし、その用途又は目的を妨げない限度

において、院議会で出席者の３分の２以上の議

決を経て、宗務総長の承認を得たときは、この

限りでない。 

（普通財産） 

第５４条 普通財産は、特別財産及び基本財産以

外の財産、基本財産から生ずる果実並びに一般

の収入とする。 

２ 普通財産たる不動産は、別院の目的又は用途

を妨げない限度において、その目的又は用途以

外に利用し、若しくは利用させることができる。

ただし、これを貸し付け、交換し、売り払い、

譲り渡し、若しくは出資の目的とし、又はこれ

に別院以外の私権を設定しようとするときは、

院議会の議決を経て、宗務総長の承認を得なけ

ればならない。 

（不動産の著しい模様替等） 

第５５条 不動産につき、著しい模様替若しくは

用途の変更又は別院の目的以外の使用をすると

きは、院議会の議決を経て、宗務総長の承認を

得なければならない。ただし、緊急の必要に基

づくものであり、又は軽微のものである場合及

び１年以内の期間に係るものである場合におい

（
第
九
編
）
別
院
条
例 

（
第
九
編
）
別
院
条
例 

 



第９編 寺院・教会 

9-6 

て、常議員会の議決を経たときは、この限りで

ない。 

（借入） 

第５６条 別院が借入をしようとするときは、院

議会の議決を経て、宗務総長の承認を得なけれ

ばならない。ただし、当該会計年度内の収入で

償還する一時の借入については、常議員会の議

決をもって院議会の議決に代えることができる。 

（保証の禁止） 

第５７条 別院は、保証をすることができない。 

第２節 予算及び決算 

（予算の編成） 

第５８条 別院の歳入及び歳出は、毎会計年度予

算をもって定める。 

２ 輪番は、毎会計年度の一切の収入を歳入とし、

一切の支出を歳出として、年度開始１ヵ月以前

にこれを予算に編成し、院議会に提出してその

議決を得なければならない。 

３ 当該年度の歳出予算は、他年度の支出に充て

ることができない。 

（予算の区分） 

第５９条 予算は、経常及び臨時の２部に分ける。 

２ 特別の法要、著しい営繕その他臨時の経費は、

臨時部に計上する。 

（予備費） 

第６０条 予算の不足又は予算外の支出に充てる

ため、予算中に予備費を設ける。 

（予算の補正） 

第６１条 予算編成後やむを得ない事由が生じた

ときは、予算に追加又は変更を加えるため、補

正予算を編成することができる。 

２ 前項の補正予算は、予算作成の手続に準じて

編成し、院議会に提出してその議決を得なけれ

ばならない。 

（予算の審議未了及び不成立） 

第６２条 予算を議決せず又は予算が成立に至ら

ないときは、前年度の予算を執行する。 

２ 前項の期間は、４ヵ月を超えてはならない。

その間の支出は、前年度該当期間の純計を超え

ることができない。 

３ 当該年度の予算が成立したときは、第１項の

規定はその効力を失い、その日までの収入及び

支出又は負担は、当該年度の予算によるものと

する。 

（決算書の作成） 

第６３条 輪番は、毎会計年度終了後３ヵ月以内

に、予算と同一の形式により決算書を作成し、

監事の監査を経て院議会に提出してその承認を

受けなければならない。 

２ 前項の決算書には、財産目録及び収支計算書

を添付しなければならない。 

（財産目録） 

第６４条 輪番は、毎会計年度終了後３ヵ月以内

に財産目録を作成しなければならない。 

第３節 経理 

（年度の会計） 

第６５条 別院の毎会計年度における経費は、そ

の年度の歳入で支弁しなければならない。 

（別院の経費） 

第６６条 別院の経費は、懇志金及び寄附金並び

に普通財産である収入をもって支弁する。 

（会計年度） 

第６７条 別院は、それぞれの規則において会計

年度を定めなければならない。 

（剰余金の処分） 

第６８条 歳計に剰余を生じたときは、これを翌

年度の歳入に繰り入れ又は特別会計の収入に充

てることができる。 

（特別会計） 

第６９条 別院は、特定の目的又は資金を有する

場合及び特定の事業を行う場合において、一般

の会計と区分して経理する必要があるときは、

院議会の議決を得て、特別会計を設定すること

ができる。 

（浄財の募集） 

第７０条 別院が特別に浄財を募集しようとする

ときは、教区会及び教区門徒会の議決を得て宗

務総長の承認を受けなければならない。 

（会計に関する備付表簿） 

第７１条 別院は、会計に関し次に掲げる書類及

び表簿を備え、つねにこれを整備しておかなけ

ればならない。 

予算簿 

財産台帳 

有価証券受払台帳 

備品台帳 

預金出納簿 

現金出納簿 

物品出納簿 

収支月計表 

収入伝票綴 

支出伝票綴 

その他別に定めるもの 

（監査命令） 

第７２条 宗務総長は、必要と認めたときは、会

計監査院長に対し、別院の会計の監査を命ずる

ことができる。 

（会計事務の責任） 
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第７３条 輪番及び会計は、別院における会計事

務について一切の責任を負い、退任する場合に

は、責任解除を受けなければならない。 

２ 輪番及び会計の会計責任は、第８１条に定め

る引継監査の完了をもって解除されるものとす

る。この場合、退任後であっても、責任解除を

受けるまではその責を免れることはできない。 

（会計条例の準用） 

第７４条 別院の会計について、この条例に別段

の規定のないものについては、会計条例（１９

８８年条例公示第１号）の規定を準用する。 

第８章 補則 

（備付表簿） 

第７５条 別院の事務所には、次に掲げる書類及

び帳簿を備え、常にこれらを整備しておかなけ

ればならない。 

（１）別院規則及び認証書並びにその他の規程 

（２）由緒、沿革の記録及び法宝物台帳並びに過

去帳 

（３）境内地及び境内建物の明細書及び図面 

（４）住職名簿、代表役員及び責任役員並びにこ

れらの代務者の名簿、職員名簿、院議会議員

及び常議員並びに監事の名簿、門徒名簿 

（５）財産目録、貸借対照表又は収支計算書 

（６）責任役員会及び院議会並びに常議員会の議

事に関する書類及び事務処理簿 

（７）公益事業及びその他の事業並びに所属団体

に関する書類及び帳簿 

（８）第７１条に定める書類及び帳簿 

（９）その他必要と認める書類及び帳簿 

（公益事業その他） 

第７６条 別院は、社会福祉を増進するため公益

事業を行い、第２条の目的に反しない限り公益

事業以外の事業を行うことができる。 

２ 輪番は、前項の事業を経営するときは、その

名称、目的、事業の内容、機関及びその他必要

な事項を記載し、宗務総長の承認を得なければ

ならない。 

（所属団体） 

第７７条 別院は、その目的達成に資するため所

属団体を設置することができる。 

２ 輪番は、所属団体を組織したときは、前条第

２項の規定に準じて作成した規約を添え、宗務

総長に届け出なければならない。 

（事務報告並びに財産及び財務の現況報告） 

第７８条 輪番は、毎年度の始めに、前年度の事

務報告並びに財産の管理及び財務の運営につい

ての現況報告を宗務総長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の報告は、次の各号に掲げる事項を記載

した書類を正副２通作成しなければならない。 

（１）事務の概況 

（２）年間行事表 

（３）代表役員及び責任役員並びにこれらの代務

者の名簿、職員名簿、院議会議員及び常議員

並びに監事の名簿 

（４）金品の出納、保管の状況及び計算の基礎を

証明することができる一切の書類の整備状況 

（５）前各号のほか必要な事項 

３ 輪番は、宗務機関から別院に関する報告を求

められたときは、遅滞なく文書で報告しなけれ

ばならない。 

（輪番及び会計の退任に伴う引継監査） 

第７９条 輪番及び会計が退任したときは、２０

日以内に、会計の監査を受け、会計その他の事

務の引き継ぎ（以下「引継監査」という。）を行

わなければならない。ただし、特別な事情によ

り、宗務総長が必要と認めた場合は、その期間

を延長することができる。 

２ 前項の引継監査の方法は、次の２種とする。 

（１）実地監査 宗務総長が指名した宗務役員を

派遣し行う。 

（２）書面監査 監事が監査した次条に定める引

継調書によって、宗務総長が指名した宗務役

員が行う。 

３ 宗務総長は、前項の引継監査の方法をその都

度決定する。 

４ 引継監査は、宗務総長が指名した宗務役員

の、輪番の退任に伴う引継監査には、さらに当

該別院を管轄する教務所長の立会のもとに、こ

れを行わなければならない。 

（引継調書の作成） 

第８０条 輪番及び会計は、前条の引継監査に先

だって、次の各号に掲げる事項を記載した引継

調書を正副２通作成しなければならない。 

（１）引継する事業及び事務の概況 

（２）金品の出納、保管の状況及び計算の基礎を

証明することができる一切の書類の整備状況 

（３）財産台帳及び不動産の登記事項証明書等の

整備状況 

（４）前各号のほか必要な事項 

２ 引継調書には、任期中に作成した第７８条に

定める事務報告を添付するものとする。 

（引継監査の完了） 

第８１条 引継監査は、輪番が退任するときは、

交替する輪番並びに当該別院を管轄する教務所

長及び監査した宗務役員の全員が、会計が退任

するときは、交替する会計並びに当該別院の輪
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番及び監査した宗務役員の全員が、引継調書に

署名押印することをもって完了する。この場合、

退任する輪番又は会計が再任する場合であって

も、同様の取扱とする。 

２ 引継監査が完了したときは、当該別院の輪番

は引継調書の副本を宗務総長に提出しなければ

ならない。 

（職務の臨時代理） 

第８２条 引継監査において、会計監査院条例

（１９９１年条例公示第７号）第１８条各号に

定める事実があると認められたときは、宗務総

長は、退任する者が輪番であるときは、当該別

院を管轄する教務所長に、会計であるときは、

当該別院を管轄する教務所の主計に、それぞれ

輪番又は会計の職務を臨時に代理させるものと

する。 

（清算人） 

第８３条 別院が解散（合併及び破産手続開始の

決定による解散を除く。）したときは、輪番が

清算人となる。 

２ 前項の規定によることができないときの清算

人は、院議会の選定した者について宗務総長が

任命する。 

（残余財産の帰属） 

第８４条 合併及び破産手続開始の決定による解

散の場合を除き、別院が解散した場合の残余財

産は、宗教法人「真宗大谷派」に帰属するもの

とする。 

附 則 

１ この条例は、真宗大谷派宗憲施行の日（１９

８１年６月１１日）から、これを施行する。 

２ 別院条例（１９５２年条例第５１号）は、廃

止する。 

３ この条例施行の際、現に存する別院は、この

条例による別院とみなす。 

４ この条例施行の際、現に代表役員を除く責任

役員及び院議会議員である者は、この条例によ

る責任役員及び院議会議員とみなし、その任期

は、従前の任期を通算する。 

５ この条例施行の際、現に総代である者は、こ

の条例による別院規則変更の認証書が交付され

るまでなおその任にあるものとする。ただし、

認証書の交付に至るまでの間に総代の任期が満

了するときは、従前の規定により、これを補充

するものとする。 

６ この条例施行の際、現に輪番、副輪番、列座

及び書記である者は、この条例による輪番、副

輪番、列座及び書記とみなし、その任期のある

ものについては、従前の規定により任命された

日から起算する。 

７ この条例施行の際、現に詰番である者は、この

条例による会計とみなし、その任期については、

従前の規定により任命された日から起算する。 

附 則（１９８２年７月１日条例公示第８号） 

１ この条例は、公示の日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に代表役員以外の責任

役員及び院議会議員である者は、この条例によ

る代表役員以外の責任役員及び院議会議員とみ

なし、その任期は、従前の任期を通算する。 

附 則（１９８８年６月２５日条例公示第１０号）抄 

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（１９９５年６月２２日条例公示第２号）抄  

 この条例は、１９９５年７月１日から施行する。 

附 則（１９９７年６月１３日条例公示第６号）  

１ この条例は、公示の日から施行する。 

２ 門徒条例（１９９１年条例公示第２２号）第

６条ただし書を削り、同第１０条を第１１条と

し、同第９条の次に次の１条を加える。 

（別院の特例） 

第１０条 第６条から前条の総代に関する規定は、

別院条例第５０条の２の規定に基づき総代を置

く別院について適用し、この場合、第８条に規

定する「住職又は教会主管者」は、「輪番」と

読み替えるものとする。 

附 則（１９９７年６月１３日条例公示第９号）抄  

 この条例は、１９９７年７月１日から施行する。 

附 則（２０００年６月２７日条例公示第９号）  

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２００１年６月２９日条例公示第７号）  

 この条例は、２００１年７月１日から施行する。 

附 則（２００４年６月２８日条例公示第１０号）  

１ この条例は、２００４年７月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に輪番である者は、こ

の条例による輪番とみなし、その任期は、第２

３条の２の規定に関わらず、２００２年７月１

日以後に任命された輪番については、施行日以

後次の就任月日から４年とし、それ以外の輪番

については、施行日以後次の就任月日から２年

とする。 

附 則（２００５年６月２８日条例公示第５号）  

 この条例は、２００５年７月１日から施行する。 

附 則（２００５年６月２８日条例公示第１１号）抄  

 この条例は、２００５年７月１日から施行する。 

附 則（２００９年６月２９日条例公示第８号）  

１ この条例は、公示の日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に輪番事務管掌又は輪

番事務取扱である者は、この条例による輪番事

務管掌又は輪番事務取扱とみなす。 
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３ この条例施行の際、現に会計事務取扱である

者は、この条例による会計事務取扱とみなす。 

附 則（２０１８年６月２５日条例公示第３号）抄  

 この条例は、２０１８年７月１日から施行する。 

附 則（２０１８年６月２５日条例公示第８号）  

 この条例は、２０１８年７月１日から施行する。 

附 則（２０２１年６月３０日条例公示第１号）抄 

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２０２１年６月３０日条例公示第６号）  

 この条例は、２０２１年７月１日から施行する。 

附 則（２０２２年６月２８日条例公示第５号）  

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２０２３年６月３０日条例公示第６号） 

１ この条例は、公示の日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に輪番に就任している者

は、この条例による輪番とみなす。 
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列座の出向に係る特別措置条例 
〈２０１１年７月１日条例公示第１号〉 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方の弘教の中心たる別院

が、時代社会の変化に適応する別院として活性

化することを願い、別院間の列座の出向に係る

特別措置について定める。 

（適用の範囲） 

第２条 この条例は、宗務総長が指定した教区

（以下「指定教区」という。）に編入されてい

る別院について適用する。ただし、宗務総長が

特に必要と認めたときは、指定教区以外の教区

に編入されている別院について適用することが

できる。 

（列座の出向） 

第３条 宗務総長は、前条により指定した別院の

列座を他の別院に期間を定めて出向させ、当該

別院の業務に専従させることができる。 

２ 前項による列座の出向は、出向先の別院及び

出向元の別院輪番の同意を得て、管轄する教務

所長の上申により、宗務総長がこれを命ずる。 

（指揮監督） 

第４条 前条の規定により出向する列座は、別院

条例（１９８１年条例公示第７号）第２３条第

２項及び第２５条第１項の規定にかかわらず、

出向している期間、出向先の別院の輪番の指揮

を受けて寺務に従事する。 

（補則） 

第５条 この条例に定めのない事項は、別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公示の日から施行する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

寺院教会条例 
〈１９９１年６月２９日条例公示第１４号〉 

改正 ①１９９６年６月２０日条例公示１  

②１９９７年６月１３日条例公示７  

③２０００年６月２７日条例公示１０ 

④２００１年６月２９日条例公示８  

⑤２００５年６月２８日条例公示６  

⑥２００８年６月２７日条例公示５  

⑦２０２１年６月３０日条例公示１  

⑧２０２１年６月３０日条例公示７  

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、普通寺院（以下「寺院」と

いう。）及び教会について定める。 

（目的） 

第２条 寺院及び教会は、当該寺院又は教会に所

属する僧侶及び門徒の聞法の道場として、堂宇

を備え、本尊を安置し、教法を宣布し、儀式を

執行し、教化に必要な事業を行うことを目的と

する。 

（教会） 

第３条 教会は、次の２種とする。 

（１）直属教会 

（２）一般教会 

２ 本派が特に指定した教会を直属教会とし、そ

の他の教会を一般教会とする。 

（宗教法人） 

第４条 寺院は、宗教法人としなければならない。 

（賦課金納付義務等） 

第５条 寺院及び教会は、本派の護持に任じて賦

課金等を納付し、相続講金、同朋会員志金及び

懇志金を取り扱う義務を負うものとする。 

（備付表簿） 

第６条 寺院又は教会には、次に掲げる帳簿を備

えこれを整備しなければならない。 

（１）規則及び承認書並びに認証書 

（２）由緒及び沿革の記録、法宝物台帳並びに過

去帳 

（３）所属僧侶及び寺族の名簿 

（４）総代及び門徒の名簿 

（５）代表役員及び責任役員の名簿 

（６）責任役員及び総代の会議の議事録並びに事

務処理簿 

（７）境内地及び境内建物の図面 

（８）財産目録及び収支計算書 

（９）資産の状況を表す書類 

（10）事業を行う場合におけるその事業及び所属
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